
 

 

 

令和５年３月豊橋市議会定例会 

 

 

 

 

○ 提出事件 

 

予 算 案       １４ 件 （うち補正４件） 

 

条 例 案       １７ 件 

 

単 行 案        ４ 件 （うち人事案１件） 

 

報  告    ５ 件  

      

 

以 上       ４０ 件  
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３月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第１５号   豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例の一部を改正す

る条例 

                                   （行政課） 

業務の移管に伴い、政策の推進を担う部等の役割について変更するため、現行条例の

一部を改正するもの 

 

◯部等の役割について、業務の移管に合わせて変更 

 

  （令和５年４月１日から施行） 

 

 

議案第１６号   豊橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部を改正する条例 

（生活福祉課・行政課） 

個人情報を効率的に検索し、及び管理するために本市独自に個人番号（マイナンバー）

を利用する事務を追加するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

〇個人番号を利用する事務に追加する項目 

 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の措置に関する事務であって規

則で定めるもの 

 

  （公布の日から施行） 
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議案第１７号   豊橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

職員定数の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

区  分 改正後 改正前 増減 

市長の事務部局の職員 ３，０５４人 ２，９９６人 ５８人 

水道事業及び下水道事業管理者

の事務部局の職員 
１８４人 １８３人 １人 

    

職員定数 ３，８３０人 ３，７７１人 ５９人 

 

（令和５年４月１日から施行） 

 

 

議案第１８号   豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 

（教育政策課・人事課） 

 非常勤特別職の報酬を追加するほか、所要の改正をするため、現行条例の一部を改正

するもの 

 

〇追加する非常勤特別職及び報酬額 

追加する非常勤特別職 報酬額 

学校運営協議会委員 年額５，０００円 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第１９号   豊橋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

市民病院における看護師等の採用確保及び処遇改善を図るため、現行条例の一部を改

正するもの 

 

○夜間看護等手当の改正 

手当の種類 勤務内容 

手当の額 

（括弧は、技能労務職員） 

改正後 改正前 

夜間看護等手当 

深夜勤務１回（全部） 
８，７００円 

（７，０００円） 

８，２００円 

（６，６００円） 

〃（４時間以上） 
４，７００円 

（３，８００円） 

４，５００円 

（３，６００円） 

〃（２時間以上４時間未満） 
４，３００円 

（３，５００円） 

４，１００円 

（３，３００円） 

〃（２時間未満） 
２，６００円 

（２，１００円） 

２，４００円 

（２，０００円） 

 

（令和５年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第２０号   星野眞吾・高畑郁子美術振興基金条例の一部を改正する条例 

（美術博物館） 

基金の全部又は一部を処分することを可能とするため、現行条例の一部を改正するも

の 

 

〇基金の処分に係る規定の改正 

改正後 改正前 

基金の全部又は一部を処分することがで

きる。 

 

基金を処分した後の基金の額が…積み立

てられた額の合計額を下回らない範囲内

で、基金を処分することができる。 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第２１号   豊橋市職員退職手当基金条例 

（人事課） 

 職員の定年年齢の引上げに伴い、退職手当の支給に必要となる財源を安定的に確保す

るため、地方自治法第２４１条の規定に基づき新たに条例を制定するもの 

 

（令和５年４月１日から施行） 

 

 

 

 

議案第２２号   豊橋市手数料条例の一部を改正する条例 

（建築指導課・財政課） 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号。令和４年６月１７日公布）による建築

基準法の一部改正及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する

省令（令和４年経済産業省令・国土交通省令第２号。令和４年１１月７日公布）の施行

に伴い、建築基準法等関係手数料について所要の改正をするため、現行条例の一部を改

正するもの 

 

○主な改正内容 

 

１ 建築基準法に基づく許可申請手数料等の区分の新設 

区分 金額 

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の特例認定申請手数料 27,000 円 

建築物の建ぺい率に関する特例許可申請手数料 160,000 円 

建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000 円 

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000 円 

 

２ 建築基準法に基づく許可申請手数料の改正 

区分 
金額 

改正後 改正前 

建築物の建ぺい率に関する制限の適

用除外に係る許可申請手数料 
160,000 円 33,000 円 

 

手数料区分  金額  

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の特例認定申請手数料  27,000 

建築物の建ぺい率に関する特例許可申請手数料  160,000 

建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料  160,000 

建築物の高さの特例許可申請手数料  160,000 

建築物の高さに関する制限の適用除外に係るの許可申請手数料  160,000 

高度地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料  160,000 

一団地の総合的設計制度・連担建築物設計制度に係る手数料  78,000～  
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３ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請手数料の誘導仕様基準の区分等の新設 

 

改正部分の抜粋 

区分 単位 手数料の額 

その他の

場合 

（※確認

機関が認

めた場合

以外の場

合） 

一戸建て住宅 建築物省エネ法基準省令第10条第２号イ

(２)及びロ(２)に定める基準に係るもの

であるもの 

１件 19,100円 

その他のもの １件 37,100円 

共同

住宅

等 

建築物全

体又は複

合建築物

の住宅部

分に係る

もの 

全住戸が建築物

省エネ法基準省

令第10条第２号

イ(２)及びロ

(２)に定める基

準に係るもので

あるもの 

１棟の戸数が１のも

の 
１件 19,100円 

（中略） （中略） （中略） 

１棟の総戸数が 301以

上のもの 
１件 356,500円 

その他のもの １棟の戸数が１のも

の 
１件 37,100円 

（中略） （中略） （中略） 

１棟の総戸数が 301以

上のもの 
１件 636,500円 

※太線部分は、改正箇所 

 

（１・２は令和５年４月１日から、３は公布の日から施行） 
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議案第２３号   豊橋市民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

（生涯学習課） 

 

 杉山地区市民館の改修に伴い、館内の室名を変更するため、現行条例の一部を改正す

るもの 

 

○室名の変更 

改正後 改正前 

多目的室（第１・第２） 和室（第１・第２） 

 

  （令和５年４月１日から施行） 

 

 

議案第２４号   豊橋市美術博物館条例等の一部を改正する条例 

（美術博物館・科学教育センター・自然史博物館・生活衛生課） 

 博物館法の一部を改正する法律（令和４年法律第２４号。令和４年４月１５日公布）

の施行に伴い、条例の設置根拠の変更、博物館の事業の追加等について規定するほか、

所要の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 主な改正内容 

（１）条例の設置根拠の変更 

   条例の設置根拠を、博物館法第１８条（法改正により削除）から、地方自治法第

２４４条の２第１項に変更する。 

（２）博物館の事業の追加 

博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること等を加える。 

 

２ 関係条例（一部改正条例） 

（１）豊橋市美術博物館条例 

（２）豊橋市地下資源館条例 

（３）豊橋市自然史博物館条例 

（４）豊橋市二川宿本陣資料館条例 

（５）豊橋市旅館業法施行条例（※規定の整備のみ） 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第２５号   豊橋市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

（子育て支援課・障害福祉課） 

子ども医療費の助成対象者の範囲を拡大するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○助成対象者の範囲の拡大 

区分 改正後 改正前 

通院 
１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者 
中学校３年生まで 

入院 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者（変更なし） 

 

（関係条例の整備） 

・豊橋市精神障害者医療費の助成に関する条例の一部改正 

 

（令和６年１月１日から施行） 

 

 

議案第２６号   豊橋市精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

（障害福祉課） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第１０４号。令和４年１２月１６日公布）による精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律の一部改正により、条例で引用する法の項が追加等されたことに

伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

（令和５年４月１日から施行） 

 

 

議案第２７号   豊橋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（市民病院管理課） 

 診療科目の見直しを図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○診療科目 

改正後 改正前 

心臓血管外科 
心臓外科 

血管外科 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第２８号   豊橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（国保年金課） 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和５年政令第２３号。令和５年２月１

日公布）の施行に合わせ、出産育児一時金の額を引き上げるため、現行条例の一部を改

正するもの 

 

○出産育児一時金の支給額 

改正後 改正前 

４８万８千円 ４０万８千円 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第２９号   豊橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（国保年金課） 

国民健康保険財政の健全な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、現行

条例の一部を改正するもの 

 

１ 税率の改定 

  国民健康保険税の税率を次のとおり改定するもの 

区   分 
税        率 

改 正 後 改 正 前 

基
礎
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の６．２８ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の６．６０ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

２０，１００円 

被保険者１人について 

１９，５００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

２４，０００円  

（１２，０００円） 

（１８，０００円） 

１世帯について 

２５，５００円  

  （１２，７５０円） 

  （１９，１２５円） 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．７１ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．４６ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

８，４００円 

被保険者１人について 

   ６，９００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

９，９００円  

（４，９５０円） 

（７，４２５円） 

１世帯について 

 ９，３００円  

  （４，６５０円） 

 （６，９７５円） 

介
護
納
付
金
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．３０ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．４９ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

９，０００円 

被保険者１人について 

    ８，７００円 

世 帯 別 平 等 割 額 
１世帯について 

７，８００円 

１世帯について 

    ８，３００円 

※ 特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続して

同じ世帯に属する者）が属する世帯で国民健康保険の加入者が１人のみである世帯

のうち、１年目から５年間を特定世帯といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額の２分の１が減額され、６年目から３年間を特定継続世帯

といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の４分の１が

減額される。 
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２ 国民健康保険税の軽減金額の改定 

  国民健康保険税の税率を改定するのに伴い、地方税法施行令で定める基準に従い、

国民健康保険税の軽減金額を次のとおり改定するもの 

＜低所得世帯＞ 
 

軽減割合 

軽     減     金     額 

基礎課税額 
後期高齢者 

支援金等課税額 
介護納付金課税額 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平等

割額 

１世帯につ

いて 

( )内上段は

特定世帯、

下段は特定

継続世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平等

割額 

１世帯につ

いて 

( )内上段は

特定世帯、

下段は特定

継続世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

７ 

割 

改正後 14,070 円 

16,800 円  

(8,400 円) 

 (12,600 円) 

  

5,880 円 

6,930 円 

(3,465 円) 

(5,198 円) 

6,300 円 5,460 円 

改正前 13,650 円 

17,850 円  

(8,925 円) 

 (13,388 円) 

  

4,830 円 

6,510 円 

(3,255 円) 

(4,883 円) 

6,090 円 5,810 円 

５ 

割 

改正後 10,050 円 

12,000 円  

(6,000 円) 

(9,000 円) 

4,200 円 

4,950 円 

(2,475 円) 

(3,713 円) 

4,500 円 3,900 円 

改正前 9,750 円 

12,750 円  

(6,375 円) 

(9,563 円) 

3,450 円 

4,650 円 

(2,325 円) 

(3,488 円) 

4,350 円 4,150 円 

２ 

割 

改正後 4,020 円 

4,800 円  

(2,400 円) 

(3,600 円) 

1,680 円 

1,980 円 

(990 円) 

(1,485 円) 

1,800 円 1,560 円 

改正前 3,900 円 

5,100 円  

(2,550 円) 

(3,825 円) 

1,380 円 

1,860 円 

(930 円) 

(1,395 円) 

1,740 円 1,660 円 

 

＜未就学児＞ 

低 所 得 世 帯 

軽 減 割 合 区 分 

( )内は、軽減割合 

軽  減  金  額 

基礎課税額 

被保険者均等割額 

後期高齢者支援金等課税額 

被保険者均等割額 

改正後 改正前 改正後 改正前 

７割（ 1.5 割） 3,015 円    2,925 円 1,260 円 1,035 円 

５割（ 2.5 割） 5,025 円    4,875 円 2,100 円 1,725 円 

２ 割 （ ４ 割 ） 8,040 円    7,800 円 3,360 円 2,760 円 

非該当（５割） 10,050 円    9,750 円 4,200 円 3,450 円 
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３ 適用時期 

  令和５年度分の国民健康保険税から適用 

 

 

議案第３０号   豊橋市工場立地法に基づく準則等を定める条例の一部を改正する条

例 

（産業政策課） 

緑地面積率等を更に緩和し、既存企業の再投資及び新たな企業立地を促進するため、

現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 緑地面積率等 

区分 緑地面積率 環境施設面積率（※） 

改正後 ５％以上 １０％以上 

改正前 １５％以上 ２０％以上 

 ※ 環境施設面積率とは、「緑地」及び「緑地以外の環境施設」の面積の敷地面積に

対する割合のこと。環境施設の面積を「緑地」の面積で達成している場合には、「緑

地以外の環境施設」を設置する必要はない。 

 

２ 適用条件 

 （１）区域 

    愛知県（企業庁）等が開発した事業用の団地の区域（豊橋三弥地区等） 

    都市計画法に規定する工業専用地域（明海地区等） 

 （２）環境保全に寄与する取組の実施 

    市基準が適用される企業は、環境保全に寄与する取組の実施に努める。 

 

（令和５年４月１日から施行） 
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議案第３１号   豊橋市消防団条例の一部を改正する条例 

（消防本部総務課） 

 消防団員の定員を改正するほか、消防団員の報酬額を引き上げるため、現行条例の一

部を改正するもの 

 

１ 消防団員の定員  

改正後 改正前 増 減 

１，２３０人 １，２４８人 ▲１８人 

 

２ 報酬額の引上げ  

活動時間 

（括弧内は、改正前） 
改正後 改正前 

２時間以下 

（２時間未満） 
２，０００円 １，５００円 

２時間を超え３時間以下 

（２時間以上３時間未満） 
３，０００円 １，６００円 

３時間を超え４時間以下 

（３時間以上４時間未満） 
４，０００円 ２，２００円 

４時間を超え５時間以下 

（４時間以上５時間未満） 
５，０００円 ３，１００円 

５時間を超え６時間以下 

（５時間以上） 
６，０００円 ３，３００円 

６時間を超え７時間以下 

（６時間以上で夜間） 
７，０００円 ７，０００円 

７時間を超え８時間以下 

（６時間以上で夜間） 
８，０００円 ７，０００円 

※上記以外に、費用弁償として災害・警戒出動１回につき２００円を支給  

 

（令和５年４月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第３２号   市道の路線廃止について 

         （石巻西川町１８８号線以下１６路線） 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３３号   市道の路線認定について 

         （石巻西川町２４０号線以下２３路線） 

（土木管理課） 
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議案第３４号   包括外部監査契約の締結について 

（行政課） 

 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期  令和５年４月１日 

３ 契 約 の 金 額  １１，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方  氏名 北 川 裕 和（資格 公認会計士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３５号   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（行政課） 

 固定資産評価審査委員会委員の鈴木康代が令和５年４月２７日で任期満了となるため、

後任委員の選任について、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める

もの 

 

参 考  定数 ６人以内 

任期 ３年 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１号   専決処分の報告について 

（契約検査課・教育政策課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日  令和５年１月２３日 

２ 変更する議決  令和３年第８５号議決 

            工事請負契約締結について（岩西小学校北・中校舎長寿命化改良

工事（詳細設計付）） 

３ 変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ９２９，５００，０００円 

変更後 ９２７，１７９，０００円 

差引き ▲２，３２１，０００円 

・排水桝及び排水管の撤去の一部を取りやめる変更等のため 

 

 

報告第２号   専決処分の報告について 

（納税課・国保年金課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている国民健康保険給付費の不当利得返還金の支払に係る訴えの提起について、

同条第２項の規定により報告するもの 

 

国民健康保険給付費に係る不当利得返還金の支払 

専 決 年 月 日 令和５年２月９日 

事 件 の 概 要 

相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多額

の国民健康保険給付費に係る不当利得返還金を滞納しているため、

同返還金の支払を求め、豊橋簡易裁判所へ支払督促を申し立てたと

ころ、相手方の督促異議の申立てにより、同簡易裁判所に訴えの提

起があったとみなされたものである。 

（専決処分時の滞納状況） 

滞納件数 ３件 
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報告第３号   専決処分の報告について 

（納税課・子育て支援課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る保証債務の履行を求める民事調停の申

立てについて、同条第２項の規定により報告するもの 

 

民事調停の申立て 

専 決 年 月 日 令和５年１月１０日 

事 件 の 概 要 

相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、母子

父子寡婦福祉資金貸付金に係る保証債務を履行しないため、当該保

証債務の履行を求める民事調停を豊橋簡易裁判所に申し立てたもの

である。 

（専決処分時の滞納状況） 

滞納件数 １件 

調 停 不 成 立 

の場合の方針 

１ 市は、この調停が成立しなかった場合は、当該保証債務の支払

を求める訴えを提起するものとする。 

２ 市は、判決の結果必要がある場合は、上訴するものとする。 

３ 市は、上記の調停又は訴訟において必要がある場合は、適当と

認める条件で相手方と和解に応ずることができる。 

 

 

報告第４号   専決処分の報告について 

（教育政策課・収集業務課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和５年２月１０日 

（２）損害賠償の額   ６１９，７４０円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１月２５日午前８時５０分頃、二川小学校におい

て、相手方所有の高所作業車を本市職員（教育部教育政策

課）が運転し、門から学校の敷地内に入ろうとしたところ、

運転操作を誤り、敷地内の柵に接触し、相手方車両を損傷

させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 
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２（１）専 決 年 月 日   令和５年２月１３日 

（２）損害賠償の額   ５０，２４８円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１月２５日午前１１時１５分頃、豊橋市大岩町字

東郷内２１番１１地先の路上において、本市職員（環境部

収集業務課）がごみ収集車の助手席から降車しようとドア

を開けたところ、側方を通過しようとした相手方所有の軽

乗用自動車に誤って接触し、相手方車両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 ８０％） 

 

 

報告第５号   債権放棄の報告について 

（納税課） 

 豊橋市債権管理条例第６条の規定により、次のとおり市の債権を放棄したので、同条

例第７条の規定により報告するもの 

 

１ 債権の内訳及び放棄事由 

所管課 債権の名称 人数（人） 金額（円） 
放棄事由 

（第６条該当号） 

資 産 
経営課 

普通財産貸付料 １ ４５，０００ 行方不明等（３号） 

計 １ ４５，０００  

子育て 
支援課 

児童扶養手当 

返 還 金 
１ ３００，２７０ 破産等（４号） 

計 １ ３００，２７０  

農 業 
支援課 

市民ふれあい 

農 園 利 用 料 
１ ９，０００ 生活保護等（１号） 

計 １ ９，０００  

住宅課 

住 宅 使 用 料 
１ １６１，４００ 生活保護等（１号） 

２ １，１２０，８７８ 行方不明等（３号） 

使 用 損 害 金 １ ６８２，８７３ 行方不明等（３号） 

修 繕 料 
１ ５１，９００ 消滅時効完成（２号） 

４ ２７３，９２４ 行方不明等（３号） 

駐車場使用料 ２ ５，５２１ 行方不明等（３号） 

計 １１ ２，２９６，４９６  

医事課 入 院 収 益 

１１ １，４２５，３８２ 生活保護等（１号） 

６ ６０，５１０ 消滅時効完成（２号） 

１３ ３，０６３，７８４ 行方不明等（３号） 



19 

４ ２２３，０８０ 破産等（４号） 

給 食 収 益 

７ １３９，２１０ 生活保護等（１号） 

４ １２，７００ 消滅時効完成（２号） 

８ １０４，３９６ 行方不明等（３号） 

４ ８３，７２０ 破産等（４号） 

外 来 収 益 

７ ３５１，０８０ 生活保護等（１号） 

１９ １５０，７４０ 消滅時効完成（２号） 

１５ ４８１，５４０ 行方不明等（３号） 

５ １，９９０，３５０ 破産等（４号） 

そ の 他 医 業 

収 益 

４ ８，３７０ 生活保護等（１号） 

６ ９，６７０ 消滅時効完成（２号） 

６ １９，１４０ 行方不明等（３号） 

２ １４，５８０ 破産等（４号） 

その他医業外 

収    益 
１ ４００ 行方不明等（３号） 

計 １２２ ８，１３８，６５２ 
 

営業課 
水 道 料 金 

７ ３９，９３９ 生活保護等（１号） 

１３９ ５８８，４３６ 消滅時効完成（２号） 

２０５ ８５３，４９４ 行方不明等（３号） 

６ ２９，２３６ 破産等（４号） 

計 ３５７ １，５１１，１０５   

保 健 
給食課 

学 校 給 食 費 １ ７，３９５ 消滅時効完成（２号） 

計 １ ７，３９５ 
 

合計 ４９４ １２，３０７，９１８   

 

２ 債権放棄日 

 令和４年１２月２２日 

 


